
13 広報まえばし

が
左
表
の
と
お
り
変
わ
り
ま
す
。

保
険
医
療
機
関
な
ど
で
受
診
す
る

と
き
は
、
老
人
保
健
法
の
医
療
受
給

四
月
か
ら
、
七
十
歳
以
上
の
お
年

寄
り
が
医
療
機
関
で
受
診
し
た
場
合

に
支
払
う
、
一
部
負
担
金
額
の
上
限

者
証
の
ほ
か
、
加
入
し
て
い
る
健
康

保
険
の
保
険
証
も
必
ず
窓
口
に
提
示

し
て
く
だ
さ
い
。

□
医
療
費
を
大
切
に

お
年
寄
り
の
医
療
費
は
、
老
人
保

健
の
制
度
に
基
づ
い
て
、
医
療
機
関

の
窓
口
で
支
払
う
受
診
者
一
部
負
担

金
を
差
し
引
い
た
費
用
を
、国
・
県
・

市
の
負
担
金
の
ほ
か
、
国
民
健
康
保

険
や
ほ
か
の
社
会
保
険
な
ど
す
べ
て

の
保
険
者
が
保
険
料
な
ど
の
一
部
を

出
し
合
う
拠
出
金
で
賄
い
、
成
り
立

っ
て
い
ま
す
。

こ
の
貴
重
な
医
療
費
を
有
効
に
利

用
す
る
た
め
、次
の
こ
と
を
心
掛
け
、

健
康
な
毎
日
を
送
り
ま
し
ょ
う
。

�
か
か
り
つ
け
医
を
持
ち
、
病
院

巡
り
は
や
め
ま
し
ょ
う
�
定
期
検
診

を
受
け
ま
し
ょ
う
�
栄
養
・
運
動
・

休
養
の
健
康
三
原
則
を
守
り
ま
し
ょ

う
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
国
保
年
金
課
�

８
９
０
―
６
２
５
３
へ
。

老
人
保
健
医
療

一
部
負
担
金
の
上
限
改
定

市
税
は
、
税
の
種
類
ご
と
に
そ
れ

ぞ
れ
納
期
（
納
め
る
月
）
が
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
平
成
十
四
年
度
の
納

期
は
左
表
の
と
お
り
で
す
。
期
限
ま

で
の
納
税
を
お
願
い
し
ま
す
。
納
め

る
場
所
は
、
市
内
に
本
支
店
の
あ
る

金
融
機
関
お
よ
び
市
役
所
収
納
課
・

城
南
支
所
・
各
出
張
所
窓
口
。
忙
し

い
人
に
は
口
座
振
替
が
便
利
で
す
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
収
納
課
�
８
９

０
―
６
２
２
６
へ
。

◆
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
第
一

期
＝
４
月
30
日
�
ま
で

県
知
事
が
行
っ
て
い
た
農
地
転
用

許
可
事
務
が
、
四
月
か
ら
農
業
委
員

会
に
移
り
ま
し
た
。
な
お
、
農
地
の

農
用
地
区
域
か
ら
の
除
外
（
農
振
除

外
）の
手
続
き
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

事
務
＝
２
�
以
下
の
農
地
転
用
の
許

可
お
よ
び
付
随
す
る
事
務
　
内
容
＝

受
け
付
け
の
締
め
切
り
が
毎
月
15
日

に
。
通
常
の
場
合
で
許
可
書
の
交
付

が
翌
月
17
日
ご
ろ
に
変
更

○
…
問
い
合
わ
せ
は
農
業
委
員
会
事

務
局
�
８
９
０
―
６
７
３
４
へ
。

14
年
度
の
市
税
の
納
付

期
限
を
守
っ
て
計
画
的
に

農
地
転
用
の
許
可

県
か
ら
「
農
業
委
員
会
」
へ

税で街並みの整備

対
象
＝
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
関
連
サ
ー
バ

ー
、
ウ
イ
ン
ド
ウ
ズ
・
ユ
ニ
ッ
ク
ス

系
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
維
持
管
理
が

で
き
る
人
、
一
人
（
選
考
）

就
業

時
間
＝
午
前
９
時
〜
午
後
９
時
の
間

の
六
時
間
、
週
三
十
時
間
程
度
　
勤

務
場
所
＝
前
橋
工
科
大
　
申
し
込

み
＝
４
月
10
日
�
ま
で
に
Ｅ
メ
ー
ル

（jim
u@
m
aebashi-it.ac.jp

）
で
。
面

接
は
随
時
行
い
ま
す
。
履
歴
書
を
用

意
　
そ
の
他
＝
詳
し
く
は
同
大
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.m
aebashi-it.

ac.jp

）
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
　
問

い
合
わ
せ
＝
同
大
事
務
局
�
２
６
５

―
０
１
１
１

前
橋
工
科
大

嘱
託
の
職
員
を
募
り
ま
す

医療機関の窓口で支払う老人保健一部負担金

外　来 改正前 ４月１日以降

診療所 �または�は医療機関
が選択

�定額 １日800円
月４回まで

�定額 １日850円
月４回まで

�医療費の１割
月額3,000円まで

�医療費の１割
月額3,200円まで

病院

ベッド数200床未満 医療費の１割
月額3,000円まで

医療費の１割
月額3,200円まで

ベッド数200床以上 医療費の１割
月額5,000円まで

医療費の１割
月額5,300円まで

医療費の１
割を負担す
る病院・診
療所で、院
外処方を受
けた場合

ベッド数200床未満の病
院・診療所

医療機関で月額1,500
円まで
薬局で月額1,500円まで

医療機関で月額1,600
円まで
薬局で月額1,600円まで

ベッド数200床以上の病
院

医療機関で月額2,500
円まで
薬局で月額2,500円まで

医療機関で月額2,650
円まで
薬局で月額2,650円まで

訪問看護 �または�は訪問看護
ステーションが選択

�定額 １日600円
月５回まで

�定額 １日640円
月５回まで

�看護に要する費用の
１割

月額3,000円まで

�看護に要する費用の
１割　

月額3,200円まで
※入院の一部負担金は今までどおりです。

４
月
の
納
税

※納税するときには、納税通知書を用意して金融
機関などへ。万一、納期が過ぎても納税通知書か
督促状があれば納められます。

２月（２８日まで）

１月（３１日まで）

１２月（２５日まで）

１１月（１２月２日まで）

１０月（３１日まで）

９月（３０日まで）

８月（９月２日まで）

７月（３１日まで）

６月（７月１日まで）

５月（３１日まで）

４月（３０日まで）

種類
納期

８期

４期 ７期

４期 ６期

５期

３期 ４期

３期 ３期

２期 ２期

２期 １期

１期

全期

１期

市県民 固定資産
都市計画軽自動車

国民健康
保険

市税の納期（平成１４年度）


